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Abstract 

Social welfare legislation enacted in June 2000 provided a social welfare paradigm for our country based 

on the promotion of community-based social services. 

In individual local communities,the formation of a "functional community for welfare" is needed for 

the promotion of community-based social services. I considered the history and the background of 

community-based social services in this research, and as a result I concluded that community welfare 

policy requires the formation of a functional community for welfare. Need to consider furthermore, I 

reviewed the concept of community-based social services and the precedence research. 

For, community-based social services, the construction, and formation of the environment and the 

formation of a functional community for social welfare based on an area are insepasable. I cannot be 

called true community based social services, even if the welfare based on an area is constructed around 

home care welfare, unless the formation of a functional community for welfare is involved. The 

functional community for welfare is the target of the formation of a community, and it also forms one 

social state which constitutes the community. 

Therefore, I concluded that the formation of a "functional community for welfare " is important for the 

promotion of community-based social services. 

(J.Aomori Univ.Health Welf. 6 (1): 19 - 28 , 2004)
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抄録

　2000年6月 に成立 した社会福祉法は、我が国の社会福

祉パラダイムを地域福祉の推進と規定 した。個別地域社

会において、地域福祉を推進 してい く上に、「福祉 コミュ

ニティ」の形成は不可欠である。

　本研究では、地域福祉の歴史、背景を考察 し、地域福

祉政策 も福祉 コミュニティづ くりの理念 と方向を持つ も

のであることを考察 した。 さらに、先行研究の地域福祉

概念や構成要件をレビュー した。

　その結果、地域福祉は、地域を基盤にする社会福祉の

構築 と環境づ くり、福祉 コミュニティづ くりが一体化 さ

れた ものであ り、福祉 コミュニティづ くりが伴わなけれ

ば、在宅福祉を軸 とし、地域を基盤 とした福祉が構築 さ

れた として も、真の地域福祉 とは言えない。福祉 コミュ

ニテ ィは、コミュニティづ くりの 目標であると同時に、

コミュニティを構成する一つの社会状態 をつ くるという

もので もある。従 って、地域福祉 の推進の上で、「福祉

コミュニティ」づ くりは重要な意義 をもつ、と結論付け

た。

1)青 森県立保健大学健康科学部社会福祉学科

Depertment of Social Welfare, Faculty of Health Sciences, Aomori University of Health and Welfare

一17一



Ⅰはじめに

2000年6月 に成立した社会福祉法は、福祉サー ビスを

従来の措置制度から利用制度に改めることをはじめ、福

祉サー ビスの利用援助事業やサービス評価事業、苦情処

理制度を導入するとともに、地域福祉計画を法定化 し、

福祉サービスの提供組織である社会福祉法人のあ り方や

行政のあ り方を見直す といった社会福祉の基礎構造を再

編するものである。このことは、この先駆け として法定

化 された介護保険制度 と併行 して新 しい地域ケアシステ

ムの枠組みを構築 するという方向性 を指 し示す もの とも

理解できる。

この新 しい社会福祉法の基軸 は地域福祉の推進であ

る。「地域住民、社会福祉を目的 とする事業 を経営する者、

及び社会福祉に関する活動を行 う者」が相互 に協力 して、

「福祉サービスを必要 とする地域住民」が地域社会を構

成す る一員 として日常生活を営み、社会、経済、文化、

その他あ らゆる活動の分野に参加する機会が与えられる

よう、「地域福祉の推進 をはかる」とされ(法 第4条)、

地域社会を基盤として福祉サービスを住民参加の理念に

そいなが ら多元的、重層的に展開してい く、とい う視点

が貫かれている。

さらに、福祉サービスは 「利用者の意向を十分に尊重」

しなが ら、保健医療サー ビスその他の関連サービスとの

有機的な連携の もとに 「総合的に提供」できるような事

業展開が求められ(法 第5条)、 このために、国、地方

公共団体は、社会福祉を目的 とする事業 を経営する者 と

協力 して、社会福祉 を目的とする事業について、広範か

つ計画的に、「福祉サービスを提供する体制の確保に関す

る施策」 と 「福祉サービスの適切な利用者の推進に関す

る施策」の実務 を責務 としている。(法 第6条)

そして、福祉サー ビスの基本理念は、個人の尊厳の保

持と有する能力に応 じた自立生活の支援であ り、それは、

「良質かつ適切な もの」でなければならない として、(法

第3条)地 域住民の生活を支える基幹的役割 を果たす福

祉サービスの意義を明らかにしている。

今回の社会福祉法は、従来の社会福祉事業に収斂 され

ていた福祉サービスを、社会福祉を目的 とす る事業 と地

域住民と社会福祉に関する活動を行 うもの、とい う三者

が連携、協力 した形でその役割を担 うという広範なもの

になっている。

さらに、直接的にニーズを充足するサービスに加えて、

福祉サービスの利用援助、情報提供、権利擁護 、苦情処

理システムなど従来あまり顧 られなかったサー ビスを明

文規定に盛 り込んでいることも特徴 といえる。

このように、現代社会においては 「地域福祉の総合的

な推進」 を地域住民の参加 ・協力の もとに立体的に展開

することが求められているといえる。この方法論 として

最近ではコミュニテ ィ ・ソーシャルワークとかコミュニ

ティ ・プラクティスという議論 も提起 され、一方で福祉

コミュニティの形成 とか社会福祉における地方自治の構

築なども議論が重ねられている。

本稿 においては、地域福祉推進 としての到達 目的が「福

祉 コミュニティ」の形成にあることを、地域福祉が社会

福祉の中心的位置 と仕組みになった沿革や背景をふ まえ

て、地域福祉 をめ ぐるアプローチの方法や構成要件など、

先行研究の知見や概念を分析、検討するなかで明 らかに

してい く。

Ⅱ．地域福祉の沿革と背景

1)地 域福祉の沿革

一般に社会福祉は、人々の社会生活への援助を目的に全

体社会の水準における政策課題 として行われ、福祉制度

はこのような政策課題 としての福祉政策のための制度的

装置 として位置づけられている。このために、高齢者や

児童、知的障害者、身体障害者、生活困窮者などの人々

を対象に各種の社会福祉制度を整備することによって、

それへの実践的効果を期待 しようとしているのである。

しか し、制度や政策が整備 されたからといって、それ

が、ただちに生活福祉ニーズを抱えている利用者の実践

的効果として反映 されるわけではない。つ まり、制度 ・

政策 を個々の生活福祉ニーズをもつ利用者の個別状況を

ふ まえて、具体化 して実行あらしめるソーシャルワーク

実践 としての援助活動が一体 となって初めて制度 ・政策

が 「生 きた制度」 として成果をあげることになる。換言

すれば制度化 ・施策化された社会福祉の構造を実際に稼

動 させる専 門的な援助実践 をソーシャルワー クと呼ぶ と

いうことである。

社会福祉 とソーシャルワークの概念を区別 しながら、

社会福祉 を組織化された制度の システムであると考えた

のはフリー ドランダー(W・A・Fridlander)で ある。

「社会福祉 は、個人や集団が、生活や保健の水準 を充足

で きるよう企画 された社会サービスや制度の組織的なシ

ステムである」と指摘 し、一方で、「ソーシャルワークと

は、個 人を単独あるいは集団の中で、社会的にも個人的

にも満足でかつ自立 した生活が出来るように、援助をす

る人間関係の科学的知識や技術 に基づいた専門的サービ

スである」(1)ととらえている。社会福祉は、理念や社会

資源 ・施策システムからなる社会福祉制度 という側面と

目的 ・価値、援助方法、援助関係、援助過程、専門職と

いうソーシャルワーク実践 という側面が不可分に結びつ

いた生活支援 システムであるといえる。

－18－



　さて、わが国で地域福祉 の政策がは じめて登場するの

は 「経済社会発展計画」(1967年)の 閣議決定にある。い

わゆる国民生活審議会によるコミュニティ問題小委員会

報告の答申、「コミュニティ－生活の場 における人間性の

回復－」(1969年)か らである。答申は、生活の場におけ

る環境整備の遅れから地域政策 として、コミュニティ形

成の必要性 を発表 し、わが国のコミュニティ構想の発端

となった。

　その後、在宅福祉 を中心 とした地域福祉政策をかかげ

た中央社会福祉審議会の 「コミュニティの形成 と社会福

祉」(1971年)答 申や自治省の 「コミュニティに関する対

策要糸剛(1971年)、 そして1976年 の 「昭和50年 代前期経

済計画」の閣議決定により、①地域 と家庭に基盤を置 く

福祉水準の向上、②社会連帯にもとつ くコミュニティケ

アの推進、③在宅福祉サー ビスの重点化が方向性 として

示されて以来、イギリスの「シーボーム委員会報告」(1968

年)や 「バークレイ報告」(1982年)、 「グリフィス報告」

(1988年)な どからも多大な影響 を受けなが ら、「ゴール

ドプラン」(1989年)、「社会福祉関係8法 改正」(1990年)、

「新ゴール ドプラン」(1994年)、 「障害者プラン」(1995

年)、 「エ ンゼルプラン」(1999年)、 社会福祉基礎構造 改

革(1998年)、 「ゴール ドプラン21」(1999年)、 社会福祉

法の改正 ・制定(2000年)へ と社会福祉政策は各分野に

拡大 して今日にいたっている。

2)地 域福祉の背景

　地域社会は、住民生活の基盤、 もしくは社会福祉展開

の前提条件 として、きわめて重要な位置を占めている。

このような地域社会 を基盤に、そこで生起する多様な生

活問題の解決や援助、支援や予防 を公私協働で進めよう

とす る社会福祉の方向やあ り方が、一般に 「地域福祉」

と呼ばれているものである。また、今 日において、地域

福祉政策や実践が提起され、重視 される背景には、次の

ような社会現象を 「地域福祉」の場で改善、解決、支援

してい く必要性が現出してきたことも明らかである。

　第1に 、地域福祉を必要とする今日状況として、長期

にわたる不況 と雇用不安、 リス トラ、失業者の増大、中

高年者の経済的理由による自殺の頻発、所得格差 ・不平

等の拡大、路上 生活者や外国人労働者への社会的排除な

どが問題化 し、さらに税・社会保障負担の増大を含めて、

住民諸階層に広がる生活不安 ・貧困化。第2に 、少子 ・

高齢化、核家族化、共働 き化、地域的紐帯の希薄化など

が進行するもとで、子育て不安や児童虐待、子育て環境 ・

条件の不備、 ドメスティック ・バイオ レンスなどの問題

がジェンダーの課題 をともない顕在化 している。 また高

齢者の健康や生きがいの問題、独居高齢者などの地域生

活支援、老老介護、介護心中、高齢者虐待 など介護問題

の深刻化 などが山積み している。加えて障害者の地域生

活上、物理的・制度的および情報的な障壁、あるいは偏見・

差別など心理的障壁の除去が立ち遅れている。

　第3に 、以上の地域生活上の諸困難に対 して、分野別

タテ割 り制度 ごとに、個別サービスや活動が断片的に供

給・実施 されるのではなく、住民の暮 らしの場において、

その地域特性 に即 して、住民共通の課題 として総合的 ・

計画的に取 り組む必要性が認識されてきた。

　 第4に 、地域福祉 は社会福祉 における地方分権化の

フィール ドとして重視され、福祉のまちづ くりや住民自

治 と協力 ・参加 ・参画による草の根民主主義の確立が期

待 される実践現場で もある。また社会福祉全体の基本的

枠組みとして も 「原理 としての地域福祉」として編成 さ

れようとしている昨今、施設福祉 サービス と在宅福祉

サービスの一体化、住民の地域 ・家族生活を支援するコ

ミュニティ ・ケア、住民の主体性を引 き出しなが ら諸種

の地域福祉活動 を組織化するコミュニティワーク展開の

場 として も重視 されてきている。(2)

　 わが国において社会福祉政策の 「地域化」は、すでに

1970年 代か ら徐 々に始 まっていたが、少子 ・高齢社会の

現象が顕著になった1980年 代後半から社会福祉法の理念

や仕組みに結実するまで、地方分権の動向とか らみあい

ながら、福祉政策の中心軸 となっている。それは、1)

さまざまな健康 ・生活 ・福祉問題 を生み、住民生活の不

安 を生み出す問題発生構造としての 「地域社会」への着

目、2)コ ミュニティ・ケア論 に代表されるような治療 ・

援助 ・回復 ・復帰の場 としての 「地域社会」への着 目、

3)コ ミュニティ ・ミニマム論 に代表 されるような、住

民の重層的生活圏に照応 した形での諸社会サービス資源

の体系的整備およびその計画化の圏域 としての 「地域社

会」への着 目、4)住 民のボランティア活動や福祉意識

の変革等、福祉文化創造や住民の主体形成の場 としての

「地域社会」への着 目1(3)などが複合 して社会福祉政策の

　「地域化」すなわち地域福祉政策の展開に拍車をかけて

きたものでもある。「地域福祉政策とは、地域福祉の推進

を企図する政策主体がその地域福祉の展開を円滑に行な

うために、福祉コ ミュニティづ くりの理念と方向性の も

とに、それに要する実現方策を意図的、計画的に現わ し

た方針 と施策の体系である。つま り、地域福祉の実現を

展望する計画的な公的 な方針であ り、施策の体系であ

る」(4)と規定 されているが、地域福祉の政策主体は基本

的には国である。国の政策に規定されながら、地方自治

体 レベルにおいて都道府県お よび市町村が限定的な政策

主体 となる。地域福祉の主要実施主体は基礎 自治体 とし

ての市町村およびこれに対応する市区町村社会福祉協議

会があげられる。
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Ⅲ.地 域福祉の把握アプローチ

地域福祉の概念、つまり地域福祉 とは何か、 というこ

とについては、これまで多 くの研究者や福祉実践者 に

よって多様 な見解が示されている。牧里毎治は、これ ら

の研究者や福祉実践者の見解を整理 して、地域福祉の概

念を構造 的概念 と機能的概念の2つ に分類 している。す

なわち、地域福祉への接近法には 「地域福祉政策の形成

過程を焦点化 し、そこにみられる矛盾 と対立を明確 にし

ようとす る」構造 的アプローチ と 「地域福祉サービスの

内容を輪切 りに して、地域福祉サー ビスの相対的独 自性

や生活関連公共施策 との関連を明確化 しようとする」機

能的アプローチの2つ があり、前者は地域福祉 を政策 と

して認識する構造的概念 として、また、後者は地域福祉

を政策ではな く、一つのシステムとして認識す る機能的

概念 として考えることによって、概念の整理 を試みたも

のである。(5)その上で、さらに構造的概念 を右田紀久恵、

井岡勉等の見解に代表される①制度 ・政策論的アプロー

チ と真田是、久富善之等の見解に代表される②運動論的

アプローチに分類 している。同時に機能的概念について

も、岡村重夫によって最初 にその端緒が切 り開かれた①

主体論的アプローチと、三浦文夫 ・永田幹夫等の見解に

代表される②資源論的アプローチに分類 している。

それぞれの概念や捉え方、重心軸の置 き方、アプロー

チの相違の特徴 には利点や欠点 もみ られるが、牧里毎治

は、最近の論考の中で、構造 的概念 と機能的概念 という

分類法はその後の地域福祉をめ ぐる現実の動 きの中で、

相互に流動化 し、その関係性が変化 しつつある、と指摘

している。(6)

牧里毎治が指摘 しているように、地域福祉の概念や構

成要件は、とくに1990年 代以降の地方分権 と在宅福祉の

進展の過程のなかで、また、社会福祉実践の領域におけ

るマクロ(国)レ ベル、メゾ(地 域社会)レ ベル、ミク

ロ(個 人 ・グループ)レ ベルにおける社会福祉の援助方

法と社会福祉の制度 ・政策を組み合わせ、統合的な視点

や利用者への接近 ・介入をはかってい くジェネリックな

考え方が潮流 となるにつれて、さらに再編成されてとら

えられるようになってきた。

一つは、コミュニティ ・オーガニゼーション(住 民組

織化活動)や コミュニティ ・ディベロップメント(地 域

社会開発)な どの手法に系統す るものであ り、地域福祉

の中心 を地域診断や地域福祉調査 、地域住民組織化、ソー

シャルアクシ ョンとの連携 ・実践 ・方法にお くものであ

る。 もう一つは、地域社会に暮らす要援護者や要援護問

題への対応やアプローチの変化・発展を見据えて、コミュ

ニティケア、在宅福祉サービスの推進を議論の中心 にお

くものである。

この二つの理論の相違 は、地域社会 における実践主体

の中心軸をどこにお くのか、とい うものである。前者は、

地域に生活する住民 自身を地域及び自らの福祉課題に対

して主体的に関与するものと位置づけて、公的サービス

の主体的な活用、あるいはボランティア活動や近隣相互

の支え合いなど、住民か らの課題解決のエネルギーを基

盤 とした地域社会それ自体による福祉 を地域福祉 と考え

る。後者は、地域における福祉サービスの供給主体 に着

目す る立場で、地域社会単位 に、各種の福祉サービス、

保健 ・医療サー ビスの効果的な供給 システムを取 り上げ

る考え方である。これ らの考えは、後に 「地域福祉 は地

方 自治 と不可分性 を有する」(7)と強調する 「自治型地域

福祉」や 「在宅福祉型地域福祉」、「参加型地域福祉」へ

と変容 してい くが、現段階の議論 は、この二つの理論の

成果を基盤 として実践的統合化へ と向かっている。

Ⅳ.地 域福祉の概念と構成要件

1)地 域福祉の概念と構成要件

地域福祉の概念についてわが国で最初に体系的に展開

した岡村重夫は、地域福祉 とは 「地域社会の住民の自発

的共同によって、地域社会における社会関係、すなわち

障害者 ・老人をも含めて地域住民が社会生活上の基本的

要求を充足するために、制度的機関 ・団体 との間に取 り

結ぶ社会関係の改善を目的とする活動」(8)であるとした

上で、地域福祉の構成要素 として、(1)最 も直接的具

体的援助活動 としての コミュニティ・ケア、(2)コ ミュ

ニテ ィ ・ケアを可能にす るための前提条件をつ くる地域

組織化活動(一 般的地域組織化活動 と福祉組織化活動)、

そ して(3)予 防的社会福祉の3つ をあげている。ここ

で地域福祉 の中核に位置付 けられているコミュニティケ

アは、普遍的サ ー ビス と対 比 され る個 別的サ ー ビス

(personalsocialservices)で あって、ケア自体 は公共機

関の責任で実施される直接サービス活動であると説明さ

れている。その上で、コミュニティケアの前提 として、

「同一性の感情」に もとつ くコミュニティの存在 と参加、

さらに当事者を中心 とした福祉活動の組織化が重要であ

るとして、「福祉コミュニティ」概念を提起 している。(9)

岡村重夫のいう 「福祉コミュニティ」はいわば援助を必

要 とする当事者 を中心 とした活動的集団であ り、「社会福

祉サービスの利用者ないし対象者の真実の生活要求を充

足 させるための組織体」(10)であ り、一般 コミュニティの

下位集 団として構想 されている。この 「福祉 コ ミュニ

ティ」の構戒 員 は地域社会の福祉サービスの対象者やそ

の関係者、それと同じ立場にたつ共鳴者や代弁者、社会

福祉その他の生活関連制度に関係する機関 ・団体等であ
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り、その機能は①対象者参加、②情報活動、③地域福祉

計画の立案、④ コミュニケーション、⑤社会福祉サービ

スの新設 ・運営、 とされている。つまるところ、「運動、

交渉、参画」(11)だと指摘 している岡村重夫の福祉 コミュ

ニティ概念は、その高い理念性によって今 日なお地域福

祉の原型 としての価値を有 している。

岡村重夫による概念に対 し、三浦文夫は、地域福祉の

公共機能の充実への期待 を強調する福祉 コミュニティの

形成を前提 として、①伝統的な一般 コミュニティは、崩

壊や変質の過程 にあること、②地域福祉 は要援護高齢者

こそ対象 とすべ きであ り、一般的な住民福祉の増進は行

政機能の範疇 とすべ きこと、③地域社会において 「非貨

幣的ニー ド」が増大 したため、地域福祉は普遍的に対応

することが政策課題 となっていること、を勘案すべ き側

面 としてあげ、その上で福祉 コミュニティ概念を次の4

点による構成 要件 として構想 した。(12)

すなわち、①一般コミュニティに対す る部分 コミュニ

ティの位置に、福祉 コミュニティを置 く、②福祉 コミュ

ニティの目的を、要援護高齢者 を地域にとどめ、居宅で

生活が継続で きる体制の確立 とする、③そのための必要

条件を、在宅福祉サービスや施設のネッ トワーク、さら

にサービスの推進に関与する行政 ・民間 ・住民の協働が

成立す る体制 とする、④ さらに、その十分条件を、在宅

福祉 サービスを支援す る地域住民のインフォーマルな

ネットワークの構築 とする。

このように三浦文夫の福祉コミュニティ概念は、住民

参加 を基本に した地域社会での福祉サービス提供 とその

基盤整備を目標にし、(a)福 祉環境づ くり、(b)住 民の

意識 ・態度の変容、(c)公 私のネットワーク推進、を一

体的に図ってい く機能的コミュニティとしての展開を意

図したものである。この三浦文夫の概念は、1980年 代か

らの在宅福祉推進の指針 となった全社協の 『在宅福祉

サービスの戦略』 に引 き継がれることになる。その後、

公表された全社協の 『小地域福祉活動の手引』(1992年)

には、「地域福祉や在宅福祉サービスの推進 という目的 と

関心にもとついてつ くられるネットワーク ・共同関係 を

福祉コ ミュニティと呼び、福祉 コミュニティというのは

包括的なものではな く、い くつ もの福祉コミュニティが

時には重なり合いながら形成 され、これを通して、地域

社会の福祉的な再編成をはかるというのが、福祉 コミュ

ニティの考え方である」(13)という記述がみられ、福祉 コ

ミュニティの方向性 を、部分的な福祉実践の集積による

コミユニティの再編成である、ととらえていることがわ

かる。

さて、近年、右田紀久恵は 「地域福祉は、地域社会に

おける住民の生活の場に着 目し、生活の形成過程で住民

の福祉への 目を開 き、地域 における計画や運営への参加

を通 して、地域 を基礎 とする福祉 と主体力の形成、さら

に、あらたな共同社会 を創造 してゆく、一つの分野であ

る」(14)と述べ、こうした地域住民による地域福祉 の内実

化が地方自治の構成要件の一つとしての住民 自治に連動

するとみている。彼女の主張する 「自治型地域福祉論」

では、地域住民 と並んで基礎 自治体(市 町村)が 重視 さ

れているのが特徴である。つまり、地域福祉 を支える住

民の力が地方自治 を形成する主体力となる一方で、国 と

の相対的関係における自治組織体 としての基礎 自治体

(市町村)の 自治能力 も、地域福祉推進の重要な主体 と

なる、 と考えているのである。 したがって、右田紀久恵

は 「地域福祉を単に在宅福祉(在 宅援助の実践体系)と

短絡的に捉えるのではな く、地方自治のあ り方と連動 さ

せ、分権的社会 システム創造の一環 として位置付 けると

ころに、あらたな社会福祉 としての地域福祉の もう一つ

の意味がある」(15)と主張する。それは住民 自治という価

値原理 ・行動原理 を媒介にしなが ら住民の主体的な活動

を福祉の行政機構 に連結 させて、住民と行政が対等 に協

働 してい く理念、すなわち新 しい公共性の実現を追及す

るものである。右田紀久恵自身は、特別、福祉コ ミュニ

ティについては言及 していないが、自治型地域福祉 こそ

は、福祉 コミュニテ ィを市民社会 としての成熟をはかる

機軸 において形成 しようとする概念 といえる。

同じく、地域住民の主体形成を重視する大橋謙策 らは、

地域福祉の主体 として 「地域福祉計画主体」、「地域福祉

実践主体」、「社会福祉サービス利用者主体」、「社会保険

制度契約主体」の4つ をあげ、地域福祉 とは、「自立生

活が困難な個人や家族が、地域 において自立生活ができ

るようネットワークをつ くり、必要なサービスを総合的

に提供することであ り、そのために必要な物理的、精神

的環境醸成 を図るため、社会資源の活用、社会福祉制度

の確立、福祉教育の展開を総合的に行 う活動」(16)ととら

えている。地域福祉がより実体化するためには、地域住

民が主体者 として成長 しなければならないので、そのた

めの方法 ・手段 として住民参加や福祉教育を位置づけて

いるところに特徴がある。

横須賀基督教社会館館長として地域福祉の実践家で も

あ り、研究者 として も著名な阿部志郎は 「地域福祉は、

地域内の公私の機関が協同 し、各種社会福祉のための施

策、施設等の資源を動員することによって、地域の福祉

ニーズを充足するとともに、住民参加による社会福祉活

動を組織 し、地域の福祉 を実現 してい く具体的努力の体

系 をい う」(17)と規定し、「地域福祉は、福祉 ニーズに、

公か民間かを問わず、地域のあ らゆる資源を動員 して対

応す る 『公私協働』の理念に立っている。そこで地域 に

おける行政施策 ・施設機能 ・ボランティア ・住民参加の

有機 的協力 と、そ のシステ ム化 を重 視す るこ とにな
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る」(18)と指摘 している。永 田幹夫は、「地域福祉 とは、

社会福祉サービスを必要 とする個人 ・家族の自立を地域

社会の場において図ることを目的とし、それを可能とす

る地域社会の統合化お よび生活基盤整備に必要な生活 ・

居住関連のための環境改善サービスの開発と対人的福祉

サー ビス体系の創設、改善、動員、運営およびこれ ら実

現のために進める組織的活動の総体 をいう」(19)と主張

し、三浦文夫 と同 じように、地域福祉は社会福祉サービ

スを必要 とする要援護者 ・家族 を中心に展開するべ きで

ある、との見解 を示 している。

また、鈴木五郎は 「地域福祉 とは、住民が地域社会に

おいて自立 した生活 を営むことを可能にするために必要

な福祉 と保健 ・医療等のサービス整備 とサービスの総合

化、福祉の増進 ・予防活動、福祉環境の整備、住民参加

の福祉活動の支援を行い、これらの活動をとお して福祉

コミュニティの形成 をめざす福祉活動の総体 をい う」(20)

とし、地域福祉の 目標を、福祉 コミュニティの形成にお

いている。鈴木五郎は地域福祉の構成要件 として、①要

援護者 に対する在宅福祉サービスや施設サービス、予防

的福祉活動、物的環境整備などの具体的支援、②地域福

祉政策や地域福祉計画、サービスの配置計画などのサー

ビスを総合化、計画化する一連の施策、③福祉組織化活

動や住民の意識や態度の変容、住民の社会福祉への参加

の促進 ・組織化、地域組織化などと表現 される地域住民

の福祉への参加促進のはたらきかけ(21)、をあげ、福祉コ

ミュニテ ィを、「一定の地域、市町村や小地域な どにお

いて、住民主体のコミュニティ活動を土台として、各種

行政機関や市町村社会福祉協議会、福祉施設、保健行政

機関、民生委員協議会など多 くの関係者により、協働が

実践 され、役割分担 と共同意識が形成 されること」(22)と

定義づけ、福祉 コミュニテ ィの形成を目標 とす る地域福

祉 の内容 ・構成要件 として、(図Ⅳ-1)を 提示 してい

る。

(図Ⅳ-1)地 域福祉の内容

目標

福祉 コミュニテ ィ

の形成

(住民の 自立生活

の支援)

福祉、 保健 ・医療

サ ー ビス の整備

福祉 、保健 ・医療

サ ー ビスの統合 化

福祉増進 ・予防活

動の促進

・福祉施設の整備

・在宅福祉サービスの整備

・保健 ・医療施設の整備

・在宅医療 ・訪問看護サービス等の整備

・統 合 相 談 ・情 報 提 供 サ ー ビ ス

・ケ ア マ ネ ジ メ ン ト

・サ ー ビ ス機 関 の ネ ッ トワ ー ク化

・行 政 の 福 祉 と保 健 ・医 療 計 画 の 策 定

・生 きが い 、社 会 参 加 活 動

・寝 た き りゼ ロ運 動

・地 域 リハ ビ リ テ ー シ ョ ン

・健 康 審 査 、 学 習 、 栄 養 ・生 活 改 善 等

・シニ ア ス ポ ー ッ 、 運 動

福祉環境の整備
・高齢者 ・障害者住宅の整備

・福祉のまちづ くり(建 築物 ・道路等)

・公共交通 ・移動環境の整備

・防火 ・防災、緊急避難対策

住民参加の福祉活

動の支援

・福祉教育

・情報提供サービス

・ボランティアセ ンター整備

・地域活動拠点施設の整備、 自主的利用
・コミュニティワーカーの配置

・活動基金の整備、税制等財政措置

※ 福祉 と保健 ・医療サービスにかかわる統合的な行政圏域の設定

※ 住民のコミュニテ ィ活動にかかわる圏域の設定

(出典;新 ・社会福祉学習双書編集委員会編『地域福祉論』(新・社会福祉学習双書10)全 国社会福祉協議会、p6、1998)
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2)地 域福祉の概念 と構成要件による類型化 3)組 織化活動 と福祉コミュニティ

以上、これまで、主な研究者や実践者の地域福祉概念

や、構成要件 を検討 してきたが、地域福祉概念や構成要

件は、論者の視点や認識の相違、事象のどこへ焦点 を置

くのか、政策的な範疇と、実践方法的な範疇が包括 され

て構想されているものが多 く、多様で、混沌 としてお り、

統一 された見解はないのが現状である。 しか し、いずれ

の論者 も地域福祉の中心 的な構 成要件が、①在宅福祉

サービスと、②それを成立させるための具体的環境条件

の整理 とサー ビス、③両者を結びつける要件 としての組

織化活動、④地域福祉にとって客体でもあ り、主体でも

ある要援護者、住民の参加、協力意識、主体性の尊重 と

培養、⑤ コミュニテ ィづ くりなどを挙げている点では、

ほぼ共通 している。

岡本栄一はこれ らの多様な地域福祉理論を整理 し、(図

Ⅳ-2)の ように、タテ軸に 「場=展 開ステージ軸」 と

して 「A福 祉 コミュニティづ くりや予防等 に関する領

域」～ 「Cコ ミュニテ ィケアに関する領域」を、ヨコ

軸 に 「主体=推 進支援軸」 として 「B政 策 ・制度に関

す る領域」～ 「D住 民参加 ・主体形成に関する領域」

を設定す ることで、より細分化 した類型化を試みていま

す。

それによれば、第1象 限には 「政策 ・制度志向の地域

福祉論」(右 田紀久恵、井岡勉、真 田是)、 第3象 限には

「在宅福祉志向の地域福祉論」(永 田幹夫、三浦文夫)、

第4象 限には「住民の主体形成 と参加志向の地域福祉論」

(大橋謙策、渡部洋一)、そ して第2象 限には「福祉 コミュ

ニティ・地域主体志向の地域福祉論」(岡 村重夫、阿部志

郎)と いう4つ の類型を示 している。(23)今後、各理論は

地域福祉計画づ くりなどを通 して、検証 されることにな

ると考えられる。

(図Ⅳ-2)地 域福祉概念の類型化

主
体
＝
推
進
支
援
軸

場=展 開ステージ軸

A福 祉 コミュニテ ィづ くりや予防等 に関する領域

D

住

民
参
加

・
主
体
形
成

に

関
す

る
領
域

福祉コミュニテ ィ ・

地域主体志向の地域

福祉論

住民の主体形成と参
加志向の地域福祉論

政策 ・制度志 向の地

域福祉論

在宅福祉志向の地域
福祉論

Cコ ミュニテ ィケアに関する領域

B

政
策

・
制
度
に
関
す
る
領
域

(出典;岡 本 栄 一 「場－ 主 体 の 地 域 福 祉 論 」 『地 域 福 祉 研

究 』No30、 日本 生 命 済 生 会 、pl1、2002)

地域福祉の概念とその構成要件 を検討 してみると、ど

の論者 も、地域社会に暮 らす住民のための生活基盤づ く

りや環境条件、住民の主体性づ くりなどが意識的に構想

されていることがわかる。地域福祉の構成要件のなかに

組織化活動 も不可欠であるとの視点 も共通 している。

組織化活動は、むろん直接的なサービスではない。 し

か し、組織化を進めてい くことで地域社会の変化、適切

なケアやソーシャルサービスの提供、住民参加、 さらに

は住民の首体性づ くりという成果 も生んでい くことにな

る。その意味では、地域福祉の構成要件のなかで構想 さ

れる組織化は単なる手法ではなく、過程、つま りプロセ

スゴールをもつ ものでもある。

組織化活動を整理 した岡村重夫は、地域社会 を対象 と

する一般的地域組織化 と当事者 を中心 とした福祉組織化

に分類 している。(24)岡村にとって、まず地域福祉の前提

となる一般的な地域社会自体が課題 となった。一般的地

域組織化は、地域社会全体を組織化の目標 とする。そこ

でめ ざされているのは態度的条件 と意識的条件 を併せ

もったコミュニティ型地域社会である。すなわち、主体

的に地域社会づ くりに取 り組む 「地域主体的態度」 と

「普遍主義的権利意識」である。 こうした主体的態度 と

普遍的意識をもつ住民が地域性 を自覚することで共同で

生活を守 り、向上させるための活動に向か うことになる。

このコミュニティの成員間には、自然な相互援助や連帯

性が生 まれ、これが地域福祉の地盤をつ くることにつな

がる。

これに対 して福祉組織化 の 目的は、「福祉 コ ミュニ

ティ」づ くりである。地域社会のなかで社会的不利条件

をもつ当事者 に関心 をもち、そうした人々を中心 として

同一性の感情によ り結ばれる集団が福祉 コミュニティで

ある。福祉 コミュニティは地域社会の枠 を超えたコミュ

ニティではなく、地域社会の下位 コミュニティである。

当事者を中心に据えるために、一般的なコミュニティ型

地域社会ではなしえない当事者の生活要求を充足 してい

くことに資するのである。その構成員は、まず社会福祉

サービスの利用当事者やその家族であ り、第2に 彼 らの

同調査や代弁者がお り、第3が 各種のサービスを提供す

る機関、団体、施設である。岡村は、福祉コミュニティ

の中心はあ くまで も当事者であ り、サービス提供者では

ないことを強調 している。つまり、福祉 コミュニティは、

あくまで もその基礎 に当事者参加があ り、住民のかかわ

りがあるということである。

コミュニテ ィ型社会が成立 していない状況で も、逆に

そうした状況であればこそ福祉の当事者が無視 されるこ

とがないように福祉 コミュニティが必要 となる。

－23－



しか し、岡村による組織化の枠組みをめ ぐって、い く

つかの論点が出てくる。

永田は、「地域組織化」と 「福祉組織化」とい う同 じよ

うな用語 によって岡村 とは異なる内容を示 している。永

田の地域組織化は、住民が福祉に参加 し、協力 していく

ことであ り、それを通 して住民の意識や態度の変容を進

めて福祉 コミュニテ ィを形成 してい くことである。つ ま

りこれは岡村の福祉組織化に相当する。福祉組織化はさ

らに特徴的で、人の組織化ではなく福祉サービスの整備、

調整 を意味 している。サー ビスの効果的運営 というソー

シャル ・ア ドミニス トレーシ ョンの内容 となっている。

つ まり、永田の福祉組織化は、サービス提供サイ ドの組

織化 なのである。在宅福祉サービスを調整 してい くとい

う問題意識から生まれて くるもの と考えられる。

このような福祉組織化の捉 え方に関 して、牧里は 「組

織化 はサービス提供サイ ドからの運営、経営 とは次元を

異 にしている」と論 じている。(25)牧里によれば組織化活

動は直接サービスの処遇領域 とサービス運営、経営の政

策領域をつなぐ中問的 ・媒介的領域 に位置するものであ

る。この論調の根底には1つ の住民観がある。つまり住

民 は、 ときにはサービスの利用当事者にな り、ときには

サービス提供に関与、参画する。その両面をもつ存在 と

して住民 を認識する。組織化活動はこうした住民に対 し

てまず進め られる。両面 をもつ住民の主体形成を図るも

の として組織化活動がある。したがって、それは福祉サー

ビスの提供サイ ドの運営問題ではない。ここから考えれ

ば、永田の示すように人とサービス提供という次元の異

なる2つ に対する組織化 を横並 びで論 じることは難 しく

なる。組織化活動を主体形成 を意図 した対人的なものに

限定するか、サー ビス提供の運営についての組織化 も含

むのかという問題である。 ここではさしあた り組織化の

語義にかかわる、物事のオーガナイズ(関 連づけて働 き

を生 ませる)と いう機能的な意味 を汲んで永 田の福祉組

織化 も含めてお くが、さらに検討が必要な点である。

もう1つ の論点 として、牧里は岡村の組織化概念の関

係についても言及 している。つま り福祉組織化は、サー

ビス利用の当事者の主体化や組織化か ら問題解決 に接近

し、一般的地域組織化は福祉課題 を抱えていない一般住

民の生活問題の解決を目指 して取 り組まれるという構図

になっている。しかし、この両者はともにノーマライゼー

ションを目標にしてお り、究極的には両組織化の融合が

求め られるとす る。福祉組織化活動から始まって も一般

住民への働 きかけも視野 に入れてお り、また一般的地域

組織化からはじまっても福祉の当事者 を排除す るもので

はない。切 りロはどちらであって も到達点は同じところ

にあるとい う認識である。

これに関連 して、2つ の組織化活動に分けることが現

実的であるという見解 もある。福祉 コミュニティづ くり

を進めるのは現実的であるが、一般 コミュニティの形成

は社会福祉 を進める上ではあまりに一般的 という考えで

ある。大橋 も、一般 コミュニティと福祉コミュニティの

分類があまり意味 をもたな くなったとしている。(26)福祉

ニーズは普遍化 して一部の住民のものだけでなくなって

お り、福祉ニーズへ の対応 は根幹的な政策事項 となって

いる。そこでは在宅福祉サービスが機能的に提供 されれ

ばすむものではな く、近隣住民のイ ンフォーマルケアと

結 びつ くことが重要である。福祉の拡大、普遍化が地域

社会全般に及んできていると捉えている。そのため福祉

コミュニテ ィづ くりは、社会福祉 を内在 させ た一般 コ

ミュニテ ィづ くりとい う内実 となって きているのであ

る。

Ⅴおわりに

岡村が一般的地域組織化 を取 り上げた時代 と現在では

状況 は変化 している。とくに、社会福祉 についての変動

は大 きい。 したがって、現実に対応 した新たな考えは必

要であ る。 しか し、日本社会 に、新 たなコミュニティ

(地域社会)が 生 まれたという共通認識にはいたってい

ない。地域社会は依然として課題であ り続けている。福

祉 コミュニテ ィから一般の地域社会づ くりとい う方向 と

方法によってこれが解決 されるのか、実践的にも問われ

ることになろう。

地域福祉 は、地域を基盤にする社会福祉の構築 と環境

づ くりに、福祉 コミュニティづ くりが一体化された もの

であ り、福祉 コミュニティづ くりが伴わなければ、在宅

福祉を軸 とし、地域を基盤 とした福祉が構築 された とし

て も、真の地域福祉 とは言えないのである。福祉 コミュ

ニティは、 コミュニティづ くりの 目標であると同時に、

コミュニティを構成する一つの社会状態をつ くるという

ものでもある。福祉 コミュニティづ くりは、このように

重要 な意義を持つ もので もある。

地域福祉の考え方が、社会福祉政策に本格的に取 り入

れ られたのは、1990年 代の社会福祉関係8法 改正時であ

る。それ以降、今 日の社会福祉法に明示されてか らも、

結局の ところさまざまな生活課題に直面 して苦悩 してい

る当事者の生活支援や当事者の組織づ くりの育成を中心

に地域福祉 をどう構築 してい くのか、 どのように具体化

していくのか、地方分権の進展や市町村合併促進の動向

の中で、誰 もが住みなれた地域で豊かに生活することが

できる地域の仕組み作 りをどの ように現実化 し、立体的

なものにしてい くのか、が問われているといえる。

(受理 日:平 成16年12月2日)
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